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Ⅰ 募集の趣旨 

介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。)の地域支援事業の規定

に基づき、本市が指定する第１層生活支援コーディネーター業務の受託を希望する

法人を募集する。 

 

Ⅱ 業務概要 

１ 件名 

第１層生活支援コーディネーター業務 

 

２ 業務の目的 

   高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくために、介護予防・日常生

活支援総合事業や、その他の多様な主体(住民主体の活動団体、地域運営組織、

NPO 法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、民間企業、介護サービス事業所等)に
よる生活支援・介護予防サービス、事業間での連動を図りながら実施することが重

要であることから、多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体

制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進していくことを目的とする。 

 

３ 業務内容・実施体制 

資料１「第１層生活支援コーディネーター業務委託仕様書（公募用）」（以下、

「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

４ 法令等の遵守 

業務を実施するにあたっては、介護保険法ほか関係法令を遵守すること。 

 

Ⅲ．契約期間及び業務に関する費用 

１ 契約の内容 

(1)契約期間及び事業開始日 

契約締結日から令和９年３月 31 日まで。(ただし、本業務開始は令和７年７月１

日からとし、契約締結日から令和７年６月 30 日までの間は、本業務開始に係る準

備期間とする。準備期間に係る経費は受注者の負担とする。) 

(2)予算金額（上限額） 

8,992,977 円 

 

２ 運営財源等 

(1)運営財源 
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運営財源については、業務委託料とする。 

(2)業務委託料に含まれるもの 

人件費（給与、手当、法定福利費等を含む）、一般需用費、役務費、事務所経費、

その他必要な経費など、事業実施に要する経費。 

 

Ⅳ 募集方法・参加資格 

１ 募集方法  公募型プロポーザル方式 

 

２ 参加資格 

次の要件を全て満たす法人であること 

(1)大東市内において、本業務の目的に沿って仕様書にある業務内容を実施すること

ができる体制及び能力を有している法人等であること。 

(2)「Ⅲ．契約期間及び業務に関する費用(2)予算金額（上限額）」の範囲内であるこ

と。 

(3)応募受付の締切日において、直近２年間の法人税、消費税及び地方消費税ならび

に市民税の滞納がないこと。 

(4)応募受付の締切日において、直近２年の間に、地方自治法第 244 条の２第 11 項の

規定による取り消しを受けていないこと。 

(5)地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない法人であること。 

(6)応募書類の受付締切日において、大東市建設工事等における入札参加停止の措置 

要件に基づく指名停止の措置に該当しない法人。 

(7)応募受付の締切日において、民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがな

された法人及びその開始決定がされている法人でないこと。 

(8)応募受付の締切日において、破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされ

た法人及びその開始決定がされている法人でないこと。 

(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に掲げる暴力団及

び、それらの利益となる活動を行う法人でないこと。 

 

３ スケジュール 

①公募説明会 5 月 9 日（金）15 時 

②質問受付期間 5 月 9 日（金）から 

5 月 14 日（水）17 時 30 分まで 

③質問に対する回答 5 月 16 日（金）まで 

④参加表明書提出期限 5 月 20 日（火）17 時 30 分まで 

⑤参加資格審査結果通知 5 月 21 日（水） 

⑥企画提案書等の提出期限 5 月 30 日（金） 
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⑦受注者選定日（書類審査及びプレゼンテ 

ーション・ヒアリング） 

6 月 11 日（水）13 時 30 分から 

⑧審査結果の通知 6 月 13 日（金） 

  ※上記スケジュール④において、参加表明書の提出がなかった場合は、参加資格等

の条件を変更した上で、再度の公募を行うものとする。提出が１事業所のみでその

事業所が前回、参加表明書を提出した事業所であれば、再公募は行わない。ただ

し、前回と違う事業所で１事業所のみ参加表明書を提出した場合は、再公募につい

て選定委員会に諮るものとする。 

 

４ 公募説明会 

 (1)開催日時 5 月 9 日（金）15 時 

(2)開催場所  市役所本館３階第２会議室 

(3)参加人数 １法人３名まで 

(4)その他  事前申込不要 

 

５ 質問の受付及び回答 

(1)質問受付期間 

令和７年 5月 9日（金）9時から 5月 14 日（水）17 時 30 分まで 

(2)質問票の提出方法 

質問票（様式Ｂ）に質問事項を記入のうえ、事務局宛てに電子メールにて送信す

ること。送信メールの件名及び添付ファイルは、「第１層生活支援コーディネータ

ー業務公募質問 法人名●●」とし、必ず電話で事務局へ送信した旨を伝え、メ

ールが受信されていることを確認すること。 
(3)回答方法 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるもの

を除き、令和７年 5月 16 日までに事務局のホームページにおいて公表する。 

ただし、質問票提出者のみへの回答が適当と判断した場合は、質問票提出者のみ

に電子メールにより回答する。 

(4)その他 

応募状況や他の応募者に関する情報、法令等により確認できる事項については回

答しない場合がある。 

 

６ 参加表明書の提出 

(1)提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は提出期限に必着で「簡易書留」にすること。） 

(2)提出受付期限 



4 
 

令和７年 5月 20 日（火） 

(3)提出場所 

大東市役所 西別館２階 高齢介護室高齢支援グループ 

 

(4)提出書類 

第１層生活支援コーディネーター業務委託 応募申請参加表明書兼誓約書 

（様式第１号） 

 

７ 企画提案書等の提出について 

(1)提出書類 

提出書類は下記①から順番に並べ、インデックスを付けてＡ４サイズのファイル

に綴じる。インデックスは様式等の書類に直接貼らずに間紙を挿入する。なお、

インデックスには、下記の提出する書類番号（①～⑩）を記載する。ファイルの

表面及び背表紙には、「第１層生活支援コーディネーター業務委託法人選定に係る

応募書類 法人名●●」と記載する。原本のみ、ファイルに「原本」と記載す

る。 

①法人概要及び法人実績（様式第２号） 

②定款又は寄付行為等（写し可） 

③登記事項証明書（写し可） 

④役員等名簿（様式第３号） 

⑤法人概要等の記載のあるパンフレット等(※作成されている場合のみ提出) 

⑥法人の財務状況に関する書類（損益計算書、賃借対照表、会計監査人又は監

査役会により監査を受けた場合その監査報告書）（写し可） 

⑦業務実施に関する企画提案書（様式第４号） 

⑧納税証明書一式提出鑑（様式第５号） 

⑨各納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税、市民税）（写し可） 

⑩見積書（任意様式） 

(2)提出部数  

原本１部、写しを９部提出する。（写し可の書類は写しを 10 部） 

(3)提出受付期限 

令和７年 5月 30 日（金）17 時 30 分まで 

(4)提出方法  持参により提出すること。 

(5)提出場所 

大東市役所 西別館２階 高齢介護室高齢支援グループ 

(6)留意事項 

各応募書類のうち、原本以外の写しを提出する場合には、代表者名で原本証明を
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必ず行うこと。 

提出締め切り後における提出書類の変更及び追加は公平性の観点から一切認めな

い。ただし、本市の指示により書類の修正・追加する場合はこの限りではない。 

提出された各種書類は理由の如何を問わず返却しない。 

 

８ 応募の辞退 

応募した法人が、辞退する場合は「第１層生活支援コーディネーター業務委託法

人選定審査委員会」(以下、「選定委員会」という。)の前日までに様式Ａを大東市

役所高齢介護室高齢支援グループに提出すること。 

 

９ 応募申込の抹消 

応募した法人が、応募書類の受付締切日以降、選定の日までの間に、次のいずれ

かに該当した場合は、応募申込を抹消し、選定審査対象から除外することとする。 

(1)第１層生活支援コーディネーター業務委託公募要領に違反した場合 

(2)応募の採否の働きかけを行う目的で、応募者又はその関係者が直接又は間接に本

市職員又は選定委員会委員等と接触をもった場合 

(3)応募書類に虚偽があったと認められた場合 

(4)その他不正な行為があったと認められた場合 

 

Ⅴ 審査・選定基準等 

１ 審査について 

(1)審査方法 

選定委員会を設置し、評価項目に基づき、応募書類審査及びプレゼンテーショ

ン・ヒアリングにて審査を行い、事業者の選定を行う。 

(2)プレゼンテーション・ヒアリング審査の実施方法 

①出席者 

１法人あたり３人以内とし、当該法人の職員でない者の参加は認めない。 

②内容 

原則、応募書類の内容に沿ってプレゼンテーションを行い、質疑応答を行

う。応募書類の内容に沿った、その他の説明資料（パワーポイント等）を大

型モニターに映しながら説明することは可能とする。その際は 6月 4日

（水）までに説明資料のデータを高齢介護室高齢支援グループに提出するこ

と。 

③審査に係る選定委員会の開催について 

（ア）開催日時 

開催日時：令和７年 6月 11 日（水） 13 時 30 分 



6 
 

それぞれの法人の審査開始時間については、応募書類受付期間終了後、

メールにて通知する。 

（イ）開催場所：市役所本館３階第２会議室 

（ウ）所要時間：１法人あたり 25 分程度（質疑応答含む） 

 

２ 選定基準について  

受注者の選定については、応募要件を満たし、かつ、下記の評価基準による合計

得点が満点の５割以上の評価を得た法人を候補者とする。複数の候補者が生じた場

合は、評価基準による順位付けを行い、最も高い評価を得た法人を選定する。 

 

３ 評価基準について 

 (1)本公募に応募した動機 

 (2)第１層生活支援コーディネーターとして配置を予定している者の概要 

 (3)業務内容について 

  ①資源開発(多様な主体の連携、共創を推進する役割) 

②ネットワーク構築 

③地域のニーズと取組みのマッチング 

④協議体の運営  

⑤第２層生活支援コーディネーターとの連携  

⑥個人情報の保護に関する取組 

⑦人権問題への取組 

⑧その他、法人の強みを活かした法人独自の取組等 

(4)業務実施計画 

 

４ 選定に当たっての注意事項 

(1)本業務は交付金を財源に実施することから、交付額の変更等により委託期間や業

務内容、委託料に変更が生じる可能性があるため留意すること。交付額が減額と

なった場合、減額後の予算上限額の範囲内で委託契約を締結するものとする。 

(2)応募書類の審査において、応募要件を満たしていない応募者はその時点で失格と

し、ヒアリング審査に進めないものとする。 

(3)受託候補者が決定した後に辞退した場合は、候補者のうち、評価基準の順位が次

点の法人を繰り上げて決定することがある。次点の法人がいない場合は、再度公

募を行うことがある。 

(4)審査内容や評価基準に関する得点、順位等に対する問い合わせ、異議等について

は一切応じない。 
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５ 選定結果の通知、公表 

選定委員会における審査結果については、令和７年 6月 13 日（予定）に、全て

の応募者に受託候補者の決定又は不決定について書面にて通知する。また、受託候

補者の決定後、応募状況、選定した法人名等を市のホームページにて公表する。な

お、受託候補者以外の応募者が特定される情報は公表しない。 

 

Ⅵ その他 

１ 応募に関しての留意事項 

(1)応募者は、応募書類の提出をもって、応募要件等の公募内容を承諾したものとみ

なす。 

(2)応募に要した費用等は応募者が負担する。 

(3)選定されなかったことによる一切の損害等については、大東市が責任を負うもの

ではない。 

 

２ 事業開始まで 

受託候補者は、令和７年７月１日から円滑に業務を開始できるよう、以下の準備

を行うこと。 

①生活支援コーディネーターの配置(人員の確保) 

②備品・消耗品、情報端末等必要物品の準備 

③関係機関への周知 

④業務実施計画に沿った準備及び調整 

⑤その他業務の開始に当たって必要な事項 

 

３ 契約の解除 

次の(1)～(3)に該当する場合、期間の満了を待たずに契約を解除する場合があ

る。その場合にあっては、本業務の次の受注者が円滑かつ支障なく業務を実施でき

るよう、速やかに引き継ぎを行うこととする。 

(1)法令や要領等を遵守しない場合 

(2)業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施しておらず、本市の是正指示に従わな

い場合 

(3)その他本市が認める場合 

 

４ 契約金額について 

賃金水準又は物価水準等の変動により、契約金額が不適当となったと認められる

場合には、市と受注者と協議の上、変更するものとする。(本市予算の範囲内に限

る。) 
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５ その他 

その他この要領に定めのない事項については、別途市の指示によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局（書類提出及び問い合わせ先）＞ 
大東市 保健医療部 高齢介護室 高齢支援グループ  
住所：574-8555  大東市谷川１－１－１（市役所西別館２階） 
電話：072-870-9065（９時～17 時 30 分） 
FAX：072-872-8080 
メール：koureisien@city.daito.lg.jp 


